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株主総会参考書類 

 

第３号議案 監査役選任の件 

 監査役全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役４名の選任を

お願いしたいと存じます。 

 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は、次のとおりであります。 

 

番 

号 

氏 名 

（生年月日） 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式

の数 

１ 加 治  英 希

（昭和４０年６月６日） 

平成３年４月 

令和３年６月 

 

令和５年６月 

日本道路公団採用 

同 保全サービス事業本部 保全サービス事

業部長 

同 執行役員 九州支社長（現任） 

― 

２ 柏 原  亮

（昭和４７年８月２２日） 

平成８年４月 

 

平成 25 年３月 

平成 28 年６月 

平成 30 年６月 

令和元年６月 

令和２年６月 

令和３年６月 

令和６年６月 

日本開発銀行（現：株式会社日本政策投資銀

行）入行 

同 企業金融第４部 課長 

同 企業金融第５部 課長 

同 企業金融第５部 次長 

同 企業金融第４部 次長 

同 監査部 企画審議役 

同 四国支店長 

DBJ アセットマネジメント株式会社 監査役

（出向）（現任） 

― 
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３ 村 井  淳 
（昭和３８年１月２８日） 

昭和 60 年４月 

 

平成 24 年４月 

 

平成 30 年６月 

 

令和２年４月 

 

令和３年２月 

令和３年４月 

 

令和５年４月 

 

令和７年６月 

令和７年７月 

令和７年 11 月 

東京急行電鉄株式会社（現：東急株式会社）入

社 

株式会社東急ホテルズ 取締役執行役員 兼 

経営企画部長・CS推進室長 

東京急行電鉄株式会社（現：東急株式会社） 取

締役執行役員 人材戦略室長 

東急バス株式会社 代表取締役副社長執行役

員 

株式会社東急ホテルズ 代表取締役社長 

東京都立 産業技術大学院大学 運営諮問会

議 委員（現任） 

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社 代表取締

役社長 

株式会社東急総合研究所 取締役（現任） 

東急株式会社 常任理事 調査役（現任） 

学校法人実践女子学園 評議員（現任） 

― 

４ 小 島 幸 保

（昭和４７年７月７日） 

平成 12 年４月 

 

平成 18 年４月 

平成 23 年４月 

 

平成 29 年５月 

平成 30 年４月 

令和元年６月 

令和２年４月 

令和３年５月 

令和４年６月 

 

令和５年４月 

令和６年６月 

弁護士登録（大阪弁護士会） 

西村・笹山・鷹塀法律事務所 入所 

小島法律事務所 開設 

吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究

科 准教授 

株式会社幸和製作所 社外監査役 

関西学院大学大学院 司法研究科 准教授 

株式会社グルメ杵屋 社外取締役 

学校法人啓明学院 監事（現任） 

株式会社幸和製作所 社外取締役（監査等委員） 

西日本高速道路サービス･ホールディングス株

式会社 社外監査役（現任） 

関西学院大学大学院 司法研究科 教授 

神栄株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 

― 

 

（注）１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

   ２．柏原亮氏、村井淳氏及び小島幸保氏は、社外監査役候補者であります。 

   ３．柏原亮氏、村井淳氏及び小島幸保氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりで

あります。 

      柏原亮氏は、政策金融機関において長年にわたり業務に従事し、企業財務に精通す

るとともに、豊かな業務経験と専門的知識を有しており、この専門的な知見を活かし、

当社の経営監督及び監査体制の強化に寄与していただけるものと判断したためであ

ります。 

           村井淳氏は、企業経営者として交通事業及びホテル事業を牽引し、豊かな業務経験
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と専門知識を有しており、同氏が培ってきた経営に関する識見に基づき、客観的かつ

実効性の高い監査を行っていただけるものと判断したためであります。 

小島幸保氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はあ

りませんが、法律家としての経験と専門知識に加え、社外監査役としての経験を有し

ており、これらの識見を活かし、当社の監査機能の強化に寄与していただけるものと

判断したためであります。 

４．当社は、各候補者の選任が承認された場合には、各氏との間で、責任限度額を会社法

第 425 条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であり

ます。 

５．当社は、保険会社との間で、全ての取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、

会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が

負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補す

ることとしております。 

各候補者が選任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。 

また、当該保険契約は任期途中に更新される予定です。 

なお、保険料は当社が全額負担しております。 
 
 
 
 




